
姫路市立総合スポーツ会館等に係る指定管理者の指定について 

 

１ 管理を行わせる施設 

(1) 名称及び所在地 

 ア 姫路市立総合スポーツ会館（姫路市中地４５３番地） 

 イ 姫路市立中央体育館（姫路市西延末９０番地） 

 ウ 姫路市立球技スポーツセンター（姫路市花田町加納原田８１３番地） 

 エ 姫路市立姫路球場（姫路市飯田５４０番地） 

 オ 姫路市立豊富球場（姫路市豊富町豊富３９１０番地１） 

 カ 姫路市立中島野球場（姫路市飾磨区中島２５５８番地） 

 キ 姫路市立灘浜野球場（姫路市白浜町灘浜８番地） 

 ク 姫路市立広畑野球場（姫路市広畑区鶴町一丁目５６番地） 

 ケ 姫路市立白浜新開野球場（姫路市白浜町甲９１２番地１） 

 コ 姫路市立林田グラウンド（姫路市林田町上構３４３番地２） 

 サ 姫路市立陸上競技場（姫路市中地３７７番地１） 

 シ 姫路市立花北体育館（姫路市増位新町二丁目１２番地） 

 ス 姫路市立スケートボードパーク（姫路市西延末４８４番地） 

２ 指定管理者候補者 

(1) 名 称  一般財団法人姫路市まちづくり振興機構 

(2)  代表者  理事長 甲良 佳司 

(3) 所在地  姫路市飾磨区三宅一丁目１９６番地 

３ 指定期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３年間） 

 

４ 選定理由 

姫路市体育施設条例第１７条第２項各号に掲げる基準及び姫路市指定管理者制度導入

基本方針に定める基準を基に、指定管理者選定委員会が定める基準に基づき審査を行っ

た結果、要求要件を満たされていることが確認され、指定管理者候補者に選定した。 

（※「７選定経緯(3)評価結果」参照） 

５ 評価内容 

・平成１８年度の指定管理者制度導入以前から、当該施設の管理実績を有しており、今

回の提案についても、総合スポーツ会館等を拠点とした１３体育施設の一体的な管理

と、効率的な運営体制を確保できるものと見込まれる。 

・自主事業については、姫路市スポーツ協会をはじめ各種団体と連携した多彩な教室の



開催とイベントの実施により、施設の利活用促進と、スポーツの普及と振興への取り

組みが期待される。 

６ 観光経済局指定管理者選定委員会（第二部会）委員   

 役 職 氏 名 

委員長 姫路市スポーツ担当理事 本庄 哲郎 

副委員長 姫路獨協大学教授（学識経験者） 岡本 悌二 

委員 

スポーツ指導者（市民・利用者代表） 地神 加奈子 

公認会計士 沖野 智子 

姫路市スポーツ振興室長 西本 英史 

７ 選定経緯 

(1) 募集方法  非公募 

 (2) 選定委員会検討経過 

現地視察 令和５年 ７月７日 現地視察 

第１回  令和５年 ７月７日 現指定管理者に対する評価 

申請手続要領・審査基準の審議・決定 

第２回  令和５年１０月６日 申請書類の審査、 

プレゼンテーション及び質疑による審査、 

指定管理者候補者の選定 

(3)  評価結果 

各委員が以下の評価項目について、各種申請書類並びに申請者によるプレゼンテ

ーション及び質疑に基づき厳正な審査を行った結果、要求要件を満たしていること

が確認され、指定管理者候補者に選定した。 

(4) 議事要旨 

（ア）現地視察 

・施設の視察を行い、施設概要等について説明。 

評

価

項

目 

大項目 中項目 

事業計画等の評価 

施設の管理運営方針 

施設の効用を最大限に発揮、管理経費の縮減 

施設の管理を安定して行う能力 

施設の設置目的に寄与する事業の企画、実施 

管理運営経費の評価 
指定管理料提案額（単年度平均：４１９，８８０千円） 

収支計画の妥当性 



（イ）第１回選定委員会 

・事務局による「指定管理者制度の概要」、「選定委員会の事務の流れ」、 

「指定管理者申請手続要領及び審査基準の概要」の説明。 

・「指定管理者申請手続要領（案）」、「指定管理者候補者審査基準（案）」に 

ついて、審議が行われ、原案のとおり決定。 

（ウ）第２回選定委員会 

・事務局による「審査事項及び議事の進め方」、「申請資格調査の報告」、 

「申請者の申請内容概要」の説明。 

・沖野委員（公認会計士）による財務分析の説明。 

・書類審査、プレゼンテーション審査、質疑応答を実施。 

・質疑応答において、施設運営や自主事業についての取り組みを確認し、各委員  

の評価を確定。 

・評価結果の検証を行なった結果、「一般財団法人姫路市まちづくり振興機構」 

を指定管理者候補者に選定。 

・選定結果報告の内容について審議を行い、本報告書を作成。 

８ 候補者の決定 

令和５年１０月１１日開催の指定管理者制度運用委員会において指定管理者候補者を

決定 


